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次の事由による損害については保険金をお支払いできません。

ご加入後に、ご加入内容の変更が生じた場合の取扱条件は次のとおりです。
（1）新規取引先の追加・支払限度額の増額：保険期間中においても、「取引先の追加」や、すでに設定されている「支払限度額の増額」を行うこと

が可能です。ただし、必ず損保ジャパンでの事前審査が必要です。該当の取引先の信用力によって
は、被保険者の希望に添えない場合もあります。

（2）保険で対象とした取引先の削除：保険期間中に取引先の削除を依頼されても、返れい保険料はありません。
（3）支払限度額の減額：保険期間中に支払限度額の減額を依頼されても、返れい保険料はありません。
（4）保険期間中の解約：保険期間中に解約されても、返れい保険料はありません。

この保険で対象とした（支払限度額を設定した）取引先に履行遅滞が発生した場合には、次のとおりご対応いただく必要があります。（ご加入時に
すでに履行遅滞が発生しているお取引先は、この保険で対象とすることはできません。）

1 被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって
生じた損害

2
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その
他これら類似の事変または暴動等に基づく社会的もしくは経
済的混乱によって生じた損害

3 地震、噴火、津波、洪水、高潮または台風に基づく社会的もし
くは経済的混乱によって生じた損害

4
核燃料物質または核燃料物質によって汚染された物の放射
性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に
起因する事故に基づく社会的もしくは経済的混乱によって生
じた損害

5
被保険者が未成年者その他の制限行為能力者と主契約を締
結した場合において、法定代理人その他の者の追認を受ける
時までの間に生じた事故による損害

6 商品に瑕疵（かし）があったことによって生じた損害

7 被保険者が、取引先が債務を履行していないことを知りなが
ら、その取引先と実施した取引について生じた損害

8
被保険者が、取引先が保険金をお支払いする場合のいずれか
に該当することを知りながら、その取引先と実施した取引につ
いて生じた損害

9
債務の弁済期日から2か月を経過してもその債務を履行しな
い取引先に対して、この期間を経過した日の翌日以降に取引
を実施したことによって生じた損害

10
保険契約締結の当時、被保険者が、すでに取引につき債務不
履行があることを知っていた場合に、その取引を締結している
取引先について生じた損害　　　　　　　　　　　　 など

（注）履行遅滞の発生から2か月を経過した日の翌日以降に、弁済期日を過ぎているすべての債権を回収した場合は、回収した日の翌日以降にその
取引先に商品を引き渡したことによって生じた損害に対しては保険金をお支払いします。

履行遅滞
（手形ジャンプを含む）の発生

履行遅滞の
発生から2か月

履行遅滞の
発生から3か月

この期間に商品を引き渡したことによって生じた損害に
対しては保険金をお支払いします。

債務
不履行
発生
決済日

• 履行遅滞の発生から２か月以内に延滞債権の全額を回収できない場合、
履行遅滞の発生から起算して２か月を経過した日の翌日以降にそのお取
引先に対して商品を引き渡したことによって生じた損害に対しては保険
金をお支払いしません。（注）
• 履行遅滞の発生から2か月経過後に、延滞債権の回収見込みを損保ジャ
パンに通知いただきます。

お取引先に遅滞なく
督促するとともに、履
行遅滞の発生から10
日以内に損保ジャパ
ンにご通知いただき
ます。

履行遅滞の発生から３か
月経過後に、損保ジャパ
ンが「回収（履行）見込み
なし」と判断した場合に
事故が発生したものとし
ます。

履行遅滞の発生から２か月を経過した日の翌日以降に商品を引き渡し
たことによって生じた損害に対しては保険金をお支払いしません。（注）
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取引信用保険に関する重要事項

ご加入に際してご確認いただきたい事項、ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、取引信用保険にご加入いただくにあたっての重要な
事項および個人情報の取扱いについてのご説明となりますので、ご加入になる前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いします。
本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、取引信用保険普通保険約款（以下「普通保険約款」とい
います。）、および各特約条項をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
ご加入にあたっては、取引信用保険制度見積依頼書兼告知書及び加入依頼書の記載内容が正しいかをご確認のうえ、ご加入される方本人が申込書に
署名もしくは記名捺印ください。誤りがある場合には、保険金をお支払いできない場合や、ご契約が解除となる場合があります。
＊取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管

理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直
接契約されたものとなります。

１．取引信用保険の概要
＜１＞概要

取引信用保険とは、被保険者の各種商品の取引先が販売代金（取引先から見た買上代金）等の支払債務を履行しないことにより、被保険者が
被る損害に対して保険金を支払うものです。保険金支払い後、保険会社より取引先に求償を行います。

＜２＞保険の対象となる債権の範囲
被保険者が商品の引渡しを行ったこと等により、保険期間中に取引先に対して発生した債権が保険の対象となります。

２．保険期間
■2021年3月1日午前0時から2022年2月28日午後12時までの1年間です。
■保険期間と補償の対象となる損害・期間等との関係については、普通保険約款、各特約条項に記載されていますのでご確認ください。

3． 保険金をお支払いする場合
パンフレットP.6をご確認ください。詳しくは、普通保険約款等をご覧ください。

4．保険金のお支払いしない主な場合
■次の事由に該当する場合、保険金をお支払いできません。なお、ここには保険金をお支払いできない主な場合を記載しております。詳しくは普通

保険約款、包括契約書および各特約条項をご覧ください。
＜１＞被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
＜２＞戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これら類似の事変または暴動等に基づく社会的もしくは経済的混乱によって生じた損害
＜３＞地震、噴火、津波、洪水、高潮または台風に基づく社会的もしくは経済的混乱によって生じた損害
＜４＞核燃料物質または核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故に基づく

社会的もしくは経済的混乱によって生じた損害
＜５＞未成年者その他の制限行為能力者と主契約を締結した場合において、法定代理人その他の者の追認を受けるまでの間に生じた事故による損害
＜６＞商品に瑕疵があったことによって生じた損害
＜７＞被保険者が、取引先が債務を履行していないことを知りながら、その取引先と実施した取引の商品について生じた損害
＜８＞被保険者が、保険金をお支払いする場合のいずれかに該当することを知りながら、その取引先と実施した取引について生じた損害
＜９＞債務の弁済期日から 2 か月を経過してもその債務を履行しない取引先に対して、この期間を経過した日の翌日以降に取引を実施したことによって生じた損害
＜10＞保険契約締結の当時、被保険者が、すでに取引につき債務不履行があることを知っていた場合に、その取引を締結している取引先について生じた損害
＜11＞次の（ア）から（エ）に掲げる取引先（注）と実施した取引について生じた損害は、支払限度額一覧表の記載内容にかかわらず保険金支払いの対象と

はなりません。ただし、被保険者がその債務者に対して、経営におよぼす影響力を明らかに有していないと保険会社が判断できる場合を除きます。
（注）本保険契約締結時（契約内容変更手続き時を含む）、債権の発生時または保険事故発生時のいずれかにおいて該当する者をいいます。
（ア）被保険者の親会社、子会社、および関連会社（注）

 （注）会社法に従います。
（イ）被保険者と同一の連結財務諸表の対象となるグループ会社（注）

 （注）連結財務諸表提出会社およびその連結子会社ならびに持分法が適用される非連結子会社および関連会社をいいます。
（ウ）被保険者が役員を派遣している会社および役員の兼務がある会社
（エ）被保険者の役員が、過半数を超える議決権を有する会社

＜12＞債権の発生から代金決済までの期間が、12か月を超える販売によって生じた損害
＜13＞自己のために業務を行っていない個人と実施した取引によって生じた損害
＜14＞国もしくは国に準じる機関または地方公共団体もしくは地方公共団体に準じる機関と実施した取引によって生じた損害
＜15＞日本で法人登記等を行っていない会社等と実施した取引について生じた損害
＜16＞商品の代金等が、日本円建てでない取引によって生じた損害

など
5 ．保険料のお支払い

■実際にご加入していただく保険料につきましては、加入依頼書にてご確認ください。保険金額、自己負担額、保険料率等の保険料計算に特に関係する事項
につきましては、加入依頼書の記載事項が事実と違っていないか改めてご確認いただき、相違がある場合は必ず訂正・変更いただきますようお願いします。

　詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
■保険料の払込方法は、ご加入と同時に全額をお支払いいただく一括払となりますので、お支払期日までに、保険料の全額をお支払いください。
■保険期間が始まった後であっても、取扱代理店または損保ジャパンが保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては保険金をお支払いで

きません。
■本制度は債権発生ベースとなっており、保険料領収前に発生した債権は保険の対象となりません。

保険期間 債権発生ベース

債権発生日 保険事故日 決済日

事故 ×対象外

事故 ◎対　象

事故 ×対象外

事故 ◎対　象

事故

事故

×対象外
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6．契約方式と保険料
取引先ごとに設定した支払限度額の合計額に保険料率を乗じて保険料を定めます。なお、保険料は確定保険料となり、満期時の精算はありません。

7．支払限度額・期間中総支払限度額の設定
■保険事故発生時の支払保険金は取引先ごとに設定した支払限度額が限度となります。
　※取引先ごとの支払限度額は加入者証をご確認ください。
■取引先ごとの支払限度額とは別に、保険期間中通算の支払限度額（期間中総支払限度額）を定めます。お支払いする保険金の累計額は、期間中

総支払限度額が限度となります。
＜期間中総支払限度額の例示＞

8．お取引先の追加・支払限度額の増額
取引先に対する支払限度額を増額する場合および新規の取引先を追加する場合は、損保ジャパンでの事前審査を行ったうえで、支払限度額の追
加・増額を行う都度、その取引先に対する保険料率を新たに計算し、追加保険料をお支払いいただきます。
なお、保険期間中にお客さまの意向により支払限度額の減額・削除を行う場合でも保険料は返還いたしません。

9．保険金のお支払額および自己負担額の設定
＜用語の説明＞
■損害額：未回収債権額に保険事故発生日までの遅滞利息を加えた額から、回収または弁済を受けた金額（回収金）および反対債務の額を差し引

いた額に加入者証に記載の縮小支払割合を乗じた額をいいます。

■回収金および反対債務：被保険者が取引先に対して負っている債務、破産配当金、民事再生の弁済金、回収物の売却金などで、ファクタリングを含みます。
■支払責任額：各取引先に対する損害額と支払限度額のいずれか低い方の額をいいます。
＜１＞自己負担額（免責金額）がない場合のお支払額

支払責任額を保険金としてお支払いします。
＜2＞継続契約がある場合のお支払額（債権発生ベースの場合のみ）

継続契約の場合で、同一の取引先に対し、前契約と継続契約の各契約で支払限度額が設定されており、保険事故発生時において前契約でお
支払いする保険金がある場合は、継続契約におけるその取引先に対してお支払いする保険金は、前契約の支払保険金と合算して、継続契約の
支払限度額が限度となります。

10．告知義務（ご契約締結時における注意事項）
（1）被保険者の方には、保険契約加入の際、見積依頼書兼告知書および加入依頼書の記載事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務（告

知義務）があります。告知書はお客さまご自身が正しく記載してください。口頭でお話しされただけでは告知していただいたことにはなりません。
（2）保険契約加入の際、見積依頼書兼告知書および加入依頼書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合、事

実と異なることを告げた場合、または見積依頼書兼告知書または加入依頼書の記載事項が事実と違っている場合には、ご契約が解除されたり、
保険金をお支払いできないことがあります。

（3）ただし次の①から⑤までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① 事実がなくなった場合
② 加入者（被保険者）が保険契約加入の際、（２）に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合（注）
③ 加入者（被保険者）が、損保ジャパンが事故による損害が発生する前に、見積依頼書兼告知書および加入依頼書の記載事項につき、書面を

もって訂正を申し出て、損保ジャパンがこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約
加入の際に損保ジャパンに告げられていたとしても、損害保険ジャパンが保険契約へ加入していたと認めるときにかぎり、これを承認するも
のとします。

④ 損保ジャパンが、（2）の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して１か月を経過した場合または保険契約締結の時の翌
日から起算して5年を経過した場合

⑤（2）に規定する事実が、損保ジャパンが保険契約締結時に交付する書面において定めた危険に関する重要な事項に関係のないものであった場合
（4）（2）の規定による解除が事故による損害の発生した後になされた場合であっても、「保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じる」

という規定にかかわらず、損保ジャパンは、保険金を支払いません。この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、損保ジャパンは、そ
の返還を請求することができます。

（5）（4）の規定は、（2）に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
（注）事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合

損保ジャパンのために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異な
ること告げることを勧めた場合を含みます。

11．通知義務（ご契約締結後における注意事項）
保険契約加入後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご
通知いただく必要はありません。
次のような場合には、遅滞なく損保ジャパンにご通知ください。ご通知や追加保険料のお支払いがいただけないまま万一事故が発生した場合、保険
金をお支払いできないことや契約が解除されることがあります。
＜１＞保険契約締結の後、次の①から④までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、加入者（被保険者）は、事実の発生がその責めに帰すべ

き事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を損保ジャパンに申し出
て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、損保ジャパンに申し出る必要はありません。

<保険金のお支払例>
■支払限度額:前契約600万円、継続契約400万円
■取引先Aへの未回収債権額：500万円（前契約の保険期間中に発生した債権200万円、継続契約の保険期間中に発生した債権300万円）
■縮小支払割合:95%
■お支払いする保険金（延滞利息、回収金等なし）

<1>前契約でお支払いする保険金　190万円
※「未回収債権額200万円×縮小支払割合95%=190万円」と「支払限度額600万円」とのいずれか低い額

<2>継続契約でお支払いする保険金　210万円
※「未回収債権額300万円×縮小支払割合95%=285万円」と「支払限度額400万円−前契約の支払保険金190万円」とのいずれか低い金額

損 害 額 保険事故発生時の
未回収債権額

保険事故発生日までの
遅滞利息

回収金および
反対債務

縮小支払割合
95%＝（ ）×＋ −

支払保険金１事故目 支払保険金２事故目 ３事故目の損害 ※以降の保険事故に対しては
　保険金のお支払いができません。

期間中総支払限度額 お支払いの対象外

３事故目で
お支払いする保険金
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① 加入者（被保険者）の合併、清算、解散もしくは整理または加入者（被保険者）に対する破産手続きの開始、民事再生手続きの開始、会社
更生手続きの開始もしくは特別清算の開始の申立

② 取引の内容の変更
③ ①および②のほか、保険金支払に重大な影響をおよぼすような行為または事実
④ ①から③までのほか、見積依頼書兼告知書または加入依頼書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実（注）

＜２＞＜1＞の事実がある場合（＜4＞ただし書の規定に該当する場合を除きます｡）は、損保ジャパンは、その事実について承認請求書を受領したと
否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

＜３＞＜２＞の規定は、損保ジャパンが、(2)の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または＜1＞の事
実が生じた時の翌日から起算して５年を経過した場合は適用しません。

＜４＞＜２＞に規定する手続がなされなかった場合は、損保ジャパンは、次の①または②に規定する時から損保ジャパンが承認請求書を受領するま
での間に発生した事故による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、すでに保険金を支払っていたときは、損保ジャパン
はその返還を請求することができます。ただし、＜1＞④に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高く
ならなかったときは除きます。
① ＜1＞の事実の発生が加入者（被保険者）の責めに帰すべき事由による場合は、その事実が発生した時
② ＜1＞の事実の発生が加入者（被保険者）の責めに帰すことができない事由による場合は、加入者（被保険者）がその事実の発生を知った時

＜５＞＜４＞の規定は、＜１＞の事実に基づかずに発生した事故による損害については適用しません。
＜６＞上記に加え、次の①から⑥までの事実が発生した場合においても損保ジャパンまでご通知ください。

① 取引内容に変更を加えたり、解除する場合
② 加入者（被保険者）において､取引先振出の小切手・手形の不渡り､差押え､仮差押え､競売の開始を知ったとき
③ 加入者（被保険者）に不利な支払期間の変更、または支払の延長等を取引先から要請されたとき

　（取引先に対する保険契約の対象とならない債権を含みます。）
④ 加入者（被保険者）が取引先から徴求している担保、保証人を解除または免除をするとき
⑤ 他の保険契約等を締結しようとするとき、または他の保険契約等が他にあることを知ったとき
⑥ この保険契約と一部または全部について支払責任を同じくする保証契約（ファクタリング契約を含めます。以下同様とします。）を締結し

ようとするとき、または保証契約が他にあることを知ったとき
（注）見積依頼書兼告知書または加入依頼書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実

見積依頼書兼告知書または加入依頼書の記載事項のうち、保険契約締結の際に損保ジャパンが交付する書面等においてこの条の
適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。

■また、被保険者の住所などを変更される場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご連絡いただかないと、損保ジャパン
からの重要なご連絡ができないこととなります。

■重大事由による解除等
保険契約者、加入者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除
することや、保険金をお支払いできないことがあります。

12．保険事故発生時の義務
保険事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
平日夜間・土日祝日の場合は、下記「17．事故が起こった場合」に記載の「事故サポートセンター」までご連絡ください。
正当な理由がなくこれらの対応をされなかった場合は、下表の「差引金額」を差し引いて保険金をお支払いします。

（ 1 ）被保険者は、普通保険約款第1条「保険金を支払う場合」の債務の不履行があったときは、債務者に対し遅滞なくその履行を督促するととも
に、書面をもって債務不履行の旨を損保ジャパンに通知してください。

（ 2 ）被保険者は、保険事故が発生したことを知った場合は、下表の「保険事故発生時の義務」への対応をお願いします。

（注）他の保険契約等の有無および内容
すでに他の保険契約等から保険金または共済金の支払いを受けた場合は、その事実を含みます。

（ 3 ）示談につきましては、必ず損保ジャパンとご相談のうえ、交渉をおすすめください。ご相談なく示談された場合には、保険金をお支払いできな
いことがあります。保険金請求の際には、通常次のような書類等が必要となります。

（注）損保ジャパンが必要な確認を行うために上記に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または確認への協力をお願いすることがあります。
その場合は、ご契約者または被保険者は必要な協力をお願いします。

（4 ）上記（３）の書類をご提出いただいた日からその日を含めて３０日以内に、損保ジャパンが保険金を支払うために必要な事項の確認を終え、保険金
をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が必要な場合は、損保ジャパンは、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通
知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。

13．中途脱退と返れい金
■ご契約を脱退される場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。
■ご契約を脱退された場合において、すでに領収した保険料については返還しません。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ

ください。

保険事故発生時の義務 差引金額
①損害の発生および拡大の防止に努めること。 発生および拡大を防止することができたと認められる損害の額
②遅滞なく損保ジャパンに保険事故の発生を通知するとともに損保ジャパンが説明もし

くは証明を要求した事項については、速やかにかつ誠実にその説明もしくは証明をす
ること。 保険金を支払いません。

③事故発生の事実または損害額を確認するために損保ジャパンが被保険者の帳簿その
他の書類について行う調査に協力すること。

④債務者または他人（保証人を含みます。）から損害の賠償を受けることができる場合に
おいて、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。

債務者または他人（保証人を含みます。）から損害の賠償を
受けることによって取得することができたと認められる額

⑤債務者との間の主契約を解除し、その債務者に対する商品の引渡を停止すること。
⑤から⑦までの義務が履行されない場合に損保ジャパンが
被った損害の額

⑥債務者と示談する場合には事前に損保ジャパンの書面による承認を得ること。
⑦他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく損保ジャパンに通知する

こと。

保険金請求に必要な書類または証拠
Ａ　事故発生の日時・原因および状況等を記載した書類 保険金の請求書 など
Ｂ　損害の額・程度および範囲等を確認することのできる書類 請求金額の計算書・他の保険契約等を確認する書類・帳簿 など
Ｃ　保険の対象であることを示す書類 加入者証 など
Ｄ　公の機関や関係先などへの調査のために必要な書類 同意書 など　




